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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計測対象の生体情報を計測する計測手段と、
　前記計測対象を撮影した映像から前記計測対象の周辺に存在する物体を認識する認識手
段と、
　前記認識手段で認識された認識結果に基づいて、前記計測手段によって計測される前記
計測対象の生体情報を補正するかを判断する判断手段と、
　前記判断手段によって前記計測対象の生体情報を補正すると判断された場合には、前記
認識結果に基づいて、前記計測された生体情報の補正を行う補正手段とを有する生体情報
計測処理装置。
【請求項２】
　計測対象の生体情報を計測する計測手段と、
　前記計測対象を撮影した映像から前記計測対象の周辺に存在する物体を認識する認識手
段と、
　前記認識手段で認識された認識結果に基づいて前記計測対象の生体情報を計測するタイ
ミングを決定する決定手段とを有し、
　前記計測手段は、前記決定手段によって決定される前記計測対象の生体情報を計測する
タイミングで、前記計測対象の生体情報を計測する生体情報計測処理装置。
【請求項３】
　前記認識手段は、前記計測対象の周辺に存在する物体と前記物体の状態とを認識する請
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求項１又は２記載の生体情報計測処理装置。
【請求項４】
　前記認識手段の認識結果が前記生体情報の計測に影響を及ぼすと判断するかを評価する
評価手段と、
　前記評価手段で前記生体情報の計測に影響を及ぼすと評価された場合に、前記評価の結
果を示す情報を前記計測される生体情報に関連付ける関連付け手段とを更に有する請求項
１乃至３何れか１項記載の生体情報計測処理装置。
【請求項５】
　前記認識手段の認識結果を記録する認識結果記録手段を更に有し、
　前記計測手段は、前記認識結果記録手段に記録されている前記認識手段の認識結果の履
歴に基づいて決定される前記計測対象の生体情報を計測するタイミングで、前記計測対象
の生体情報を計測する請求項１乃至４何れか１項記載の生体情報計測処理装置。
【請求項６】
　前記認識手段の認識結果を記録する認識結果記録手段と、
　前記計測手段による計測処理の結果を記録する生体情報記録手段とを更に有し、
　前記補正手段は、前記認識結果記録手段に記録されている前記認識手段の認識結果の履
歴と、前記生体情報記録手段に記録されている前記計測手段による計測処理の結果の履歴
と、に基づいて、前記計測手段で計測された生体情報の計測値を補正する請求項１記載の
生体情報計測処理装置。
【請求項７】
　前記認識手段の認識結果を記録する認識結果記録手段と、
　前記計測手段による計測処理の結果を記録する生体情報記録手段と、
　前記認識結果記録手段に記録されている前記認識手段の認識結果の履歴と、前記生体情
報記録手段に記録されている前記計測手段による計測処理の結果の履歴と、に基づいて、
前記補正手段で補正された生体情報の計測値を評価する評価手段とを更に有する請求項１
記載の生体情報計測処理装置。
【請求項８】
　前記計測対象を撮影した映像から前記計測対象を認識する計測対象認識手段を更に有し
、
　前記認識手段は、前記計測対象認識手段で認識された前記計測対象が生体情報を計測可
能な場合に、前記計測対象の周辺に存在する物体を認識する請求項１乃至７何れか１項記
載の生体情報計測処理装置。
【請求項９】
　前記認識手段は、前記計測対象の周辺に存在する人物と前記人物の状態とを認識する請
求項３記載の生体情報計測処理装置。
【請求項１０】
　前記認識手段は、前記計測対象の周辺に存在する予め定められた装置と前記装置の動作
状態とを認識する請求項３記載の生体情報計測処理装置。
【請求項１１】
　生体情報計測処理装置が実行する生体情報計測処理方法であって、
　計測対象の生体情報を計測する計測ステップと、
　前記計測対象を撮影した映像から前記計測対象の周辺に存在する物体を認識する認識ス
テップと、
　前記認識ステップで認識された認識結果に基づいて、前記計測ステップによって計測さ
れる前記計測対象の生体情報を補正するかを判断する判断ステップと、
　前記判断ステップによって前記計測対象の生体情報を補正すると判断された場合には、
前記認識結果に基づいて、前記計測された生体情報の補正を行う補正ステップとを含む生
体情報計測処理方法。
【請求項１２】
　生体情報計測処理装置が実行する生体情報計測処理方法であって、
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　計測対象の生体情報を計測する計測ステップと、
　前記計測対象を撮影した映像から前記計測対象の周辺に存在する物体を認識する認識ス
テップと、
　前記認識ステップで認識された認識結果に基づいて前記計測対象の生体情報を計測する
タイミングを決定する決定ステップとを含み、
　前記計測ステップでは、前記決定ステップによって決定される前記計測対象の生体情報
を計測するタイミングで、前記計測対象の生体情報を計測する生体情報計測処理方法。
【請求項１３】
　コンピュータに請求項１１又は１２記載の生体情報計測処理方法の各ステップを実行さ
せるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報計測処理装置及び生体情報計測処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インフルエンザやメタボリック症候群等の検査や生活習慣管理を目的に、体温・体重・
血圧・心拍数等のバイタル値を継続的に測って、事前に決められた基準値と比較すること
がよく行われる。但し、生体情報は行動や着衣といった外的要因によっても変化しうるの
で、そうした外的変動要因がない状態を見計らって生体情報を計測しなければならない。
しかし、例えば生体情報計測対象者が年少者や高齢者等の場合には、生体情報計測対象者
自身でそうした状況判断をすることは難しい。また、生体情報計測対象者に状況判断が可
能であっても、長期間継続的に計測する場合においては、その状況判断を毎回行うのは手
間である。こうした点に対して、生体情報計測対象者の状況を認識して、その結果を用い
て生体情報を計測したり、その計測を生体情報計測対象者に促したりする技術が知られて
いる。例えば特許文献１には、生体情報計測対象者の生体情報を計測した結果から生体情
報計測対象者自身の状況が認識され、その認識結果を用いて生体情報計測対象者に生体情
報の計測を促すサービスを生成する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３８２１７４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、生体情報の外的変動要因は、生体情報計測対象者自身の状況だけに限ら
ない。生体情報を計測する時の気温、場所、一緒にいる人等の影響を受けて、生体情報が
変動することがありうる。例えば、運動直後に心拍数を測れば安静時より当然多くなり、
厚着した状態で体重を測れば当然重く計測される。また、診察室で医師や看護士が同席す
る場所で血圧を測ると普段の血圧より高く計測されるという現象は人によって起こりえて
、これは「白衣高血圧」として知られているほど一般的である。
【０００５】
　本発明はこのような問題点に鑑みなされたもので、生体情報計測対象者の周辺状況によ
る変動を考慮した上で、生体情報計測対象者の生体情報を計測することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、本発明の生体情報計測処理装置は、計測対象の生体情報を計測する計測手段と
、前記計測対象を撮影した映像から前記計測対象の周辺に存在する物体を認識する認識手
段と、前記認識手段で認識された認識結果に基づいて、前記計測手段によって計測される
前記計測対象の生体情報を補正するかを判断する判断手段と、前記判断手段によって前記
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計測対象の生体情報を補正すると判断された場合には、前記認識結果に基づいて、前記計
測された生体情報の補正を行う補正手段とを有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、生体情報計測対象者の周辺状況による変動を考慮した上で、生体情報
計測対象者の生体情報を計測することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第一実施形態に係る生体情報計測処理装置の概略を示す図である。
【図２】第一実施形態に係る生体情報計測処理装置が行う処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図３】第二実施形態に係る生体情報計測処理装置の概略を示す図である。
【図４】第二実施形態に係る生体情報計測処理装置が行う処理の一例を示すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
【００１０】
＜第一実施形態＞
（概要）
　本実施形態に係る生体情報計測処理装置は、生体情報の計測対象者が活動する空間に設
置され、その生体情報計測対象者の周辺状況を認識する。そしてその認識結果を考慮しな
がら、生体情報計測対象者の生体情報を計測する処理を行う。ここでいう生体情報とは、
所謂バイタル値である。より具体的に説明すると、生体情報とは、例えば、体重、血圧、
心拍数、脈拍、血糖値、体温、発汗量等である。
　以下、図を用いて本実施形態に係る生体情報計測処理装置の構成及び処理について説明
する。
（構成）
　図１は、本実施形態に係る生体情報計測処理装置１００の概略を示す図である。図１に
示すように、生体情報計測処理装置１００は、撮影部１０１、生体情報計測対象者認識部
１０２、周辺状況認識部１０３、認識結果記録部１０４、生体情報計測処理部１１０、生
体情報記録部１０９から構成されている。同じく図１に示すように、生体情報計測処理装
置１００に含まれる生体情報計測処理部１１０は、生体情報計測時機判断部１０５、生体
情報計測部１０６、生体情報計測値補正部１０７、生体情報計測値評価部１０８から構成
されている。
【００１１】
　撮影部１０１は、カメラを含み、生体情報計測対象者が活動する現実空間を撮影する。
生体情報計測対象者が活動する現実空間とは、例えば生体情報計測対象者が住む家の居間
である。撮影部１０１は、天井から吊り下げられていてもよいし、床や台やテレビの上に
据え置いてもよいし、テレビや鏡やテーブルや椅子等の家具に内蔵されていてもよい。撮
影された映像は、生体情報計測対象者認識部１０２と周辺状況認識部１０３とへ出力され
る。パン、チルト、ズームといったカメラパラメータは、固定でもよいし可変であっても
よい。撮影部１０１は、生体情報計測対象者の活動する現実空間の状況を反映する現象を
計測するセンサ（例えば人感センサや温度センサ等）を合わせて備えていてもよい。
　生体情報計測対象者認識部１０２は、撮影部１０１から映像を受け取り、生体情報計測
対象者に関する映像認識を公知の技術を用いて実施する。「生体情報計測対象者に関する
映像認識」とは、まずは「映像中に生体情報計測対象者が映っているかどうか」を認識す
ることである。そして、生体情報計測対象者認識部１０２は、生体情報計測対象者が映っ
ていると認識した場合、「生体情報計測対象者はどんな表情・姿勢・動作・行動をしてい
るか、どんな服装をしているか、何かを持っているか」等を認識する。



(5) JP 5511503 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

　例えば、生体情報計測対象者認識部１０２は、「映像中に生体情報計測対象者が映って
いるかどうか」を、撮影部１０１から受け取る映像の部分領域に、内部に保持している生
体情報計測対象者の顔画像に類似した領域があるかどうかを判定することで認識する。又
は、生体情報計測対象者認識部１０２は、生体情報計測対象者が保持する服装の画像に類
似した領域の有無判定で「映像中に生体情報計測対象者が映っているかどうか」を認識し
てもよい。
　生体情報計測対象者認識部１０２は、生体情報計測対象者の表情・姿勢・動作・行動・
服装・保持物の認識を、撮影部１０１から受け取る映像の部分領域に、事前に保持する表
情・姿勢・動作・行動・服装・物体、等々を表す画像特徴のうちのどれかに類似している
かを判定することで認識する。もし、生体情報計測対象者が認識された撮影部１０１から
受け取る映像の部分領域が、ある姿勢を表す画像特徴に類似していた場合、生体情報計測
対象者認識部１０２は、生体情報計測対象者は、その姿勢をとっていたと認識する。生体
情報計測対象者認識部１０２は、認識結果を、その認識を行った時刻と共に、認識結果記
録部１０４へと送る。また、生体情報計測対象者認識部１０２は、認識の対象となった映
像も合わせて認識結果記録部１０４に送ってもよい。
【００１２】
　周辺状況認識部１０３は、撮影部１０１から映像を受け取り、生体情報計測対象者の周
辺状況に関する映像認識を公知の技術を用いて実施する。「生体情報計測対象者の周辺状
況に関する映像認識」とは、まずは「生体情報計測対象者以外の人が映像中に映っている
かどうか」を認識することである。そして、生体情報計測対象者以外の人が映っていると
認識した場合、周辺状況認識部１０３は、「その人はどんな表情・姿勢・動作・行動をし
ているか、どんな服装をしているか、何かを持っているか」等を認識する。更に、「映像
中には人物以外の物が映っているか。映っているとすればそれは何で、どんな状態にある
か」を認識することも、「生体情報計測対象者の周辺状況に関する映像認識」に含まれる
。例えば、周辺状況認識部１０３は、「映像にエアコンのような暖房機器が映っているか
」を判定し、更に「その暖房機器の稼動状況はどうか（強い温風を出しているのか、動い
ていないのか、等）」を判定する。より具体的には、周辺状況認識部１０３は、内部に保
持している暖房機器の画像特徴が、撮影部１０１より受け取る映像中に検出されるか否か
によって「映像にエアコンのような暖房機器が映っているか」を判定する。そして、周辺
状況認識部１０３は、暖房機器が検出された映像領域に暖房機器の稼動状況を示す画像特
徴（例えばインジケータランプが光っているときの画像特徴）が検出されるか否かで「そ
の暖房機器の稼動状況はどうか」を判定する。周辺状況認識部１０３は、稼動状況（強い
温風が出ているのか、動いていないのか、等）の内容を、稼動状況を示す画像特徴の違い
（インジケータランプが認識される位置やその種類）を事前に内部にリスト化しておく等
して、判定することができる。なお、撮影部１０１が生体情報計測対象者の活動する現実
空間の状況を反映する現象を計測するセンサを備えている場合、周辺状況認識部１０３は
、そのセンサの計測値も利用して、「生体情報計測対象者の周辺状況に関する映像認識」
を実施してもよい。例えば、撮影部１０１が備える人感センサが人物の存在を検知した場
合、周辺状況認識部１０３は、その人感センサの検知場所が映る映像領域だけを認識をす
ることによって、より短い時間で認識を終えることができる。周辺状況認識部１０３は、
認識した結果を、その認識を行った時刻と共に、認識結果記録部１０４へと送る。また、
周辺状況認識部１０３は、認識の対象となった映像も合わせて認識結果記録部１０４に送
ってもよい。
　認識結果記録部１０４は、生体情報計測対象者認識部１０２と周辺状況認識部１０３と
のそれぞれより、認識時刻と紐付けられた認識結果を受け取り、これを記録する。その結
果として、認識結果記録部１０４には、生体情報計測対象者に関する認識結果と生体情報
計測対象者の周辺状況に関する認識結果との履歴が記録される。記録された認識結果の履
歴は、生体情報計測処理部１１０により参照される。認識結果の履歴だけでなく、認識の
対象となった映像を合わせて認識結果記録部１０４に記録してもよい。
【００１３】
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　生体情報計測処理部１１０は、生体情報の計測に関わる処理を行う。より具体的には、
生体情報を計測する時機（タイミング）を判断したり、生体情報を計測したり、計測した
生体情報の計測値を補正したり、生体情報計測値を評価したりする処理を行う。生体情報
計測処理部１１０は、一連の生体情報計測処理を行った結果を、生体情報記録部１０９へ
と送る。
　生体情報計測時機判断部１０５は、生体情報計測対象者に関する認識結果と生体情報計
測対象者の周辺状況に関する認識結果との履歴を用いて、生体情報計測対象者の生体情報
を計測する時機を判断する。例えば、生体情報計測対象者の画像中の場所が一定時間以上
同じで、姿勢にも変化がないことが生体情報計測対象者に関する認識結果として得られる
場合、生体情報計測時機判断部１０５は、生体情報計測対象者は安静状態にあると判断す
る。そして、生体情報計測時機判断部１０５は、その時点で生体情報を計測するとする。
また例えば、生体情報計測対象者の周囲にある暖房機器が稼動し始めて間もないことが周
辺状況に関する認識結果として得られる場合、生体情報計測時機判断部１０５は、生体情
報計測対象者の体も温まっていないと判断する。そして、生体情報計測時機判断部１０５
は、その時点では生体情報を計測しないとする。
　このような認識結果の履歴に基づく計測時機の判断を、公知の技術を利用して、生体情
報計測時機判断部１０５は行う。公知の技術とは、例えば、生体情報計測対象者の活動状
態を認識結果から判定し、その判定結果が一定条件（例えば「安静」という活動状態が５
分以上続く）を満たした瞬間に生体情報を計測する時機と判断するルールベースの方法で
ある。若しくは、生体情報計測時機判断部１０５は、認識結果の履歴パターンとそれに対
する判断内容とをリストとして内部に持っておき、認識結果の履歴を参照するたびに、リ
ストに従ってその時点が計測時機であるかどうかの判断をしてもよい。生体情報計測時機
判断部１０５は、生体情報を計測することを判断すると、生体情報計測命令（計測指示）
を生体情報計測部１０６へと送る。
【００１４】
　生体情報計測部１０６は、生体情報計測対象者の生体情報を計測するセンサである。例
えば、生体情報計測部１０６の一例としては、体重計や温度計や血圧計や心拍計等である
。生体情報計測部１０６は、生体情報計測対象者に直接接触することで生体情報を計測す
るものでもよいし、生体情報計測対象者には接触せずに計測するものでもよい。後者の例
としては、赤外線サーモグラフィを利用した体表面温度センサやカメラによる呼気検知器
等がある。何れのセンサによって実現されるものであれ、生体情報計測部１０６は、撮影
部１０１が撮影する映像中に生体情報計測対象者が映っているときに、その生体情報を計
測できるように配置される。例えば生体情報計測部１０６が体重計である場合、撮影部１
０１の撮影範囲内に生体情報計測対象者がいるときにその足元に生体情報計測部１０６が
あるように配置される。また例えば生体情報計測部１０６が赤外線サーモグラフィを利用
した体表面温度センサである場合、撮影部１０１が撮影する範囲と生体情報計測部１０６
が体表面を計測する範囲が重なるように、生体情報計測部１０６は配置される。生体情報
計測部１０６が生体情報を計測する時機は、生体情報計測時機判断部１０５によって決定
される。即ち、生体情報計測時機判断部１０５から生体情報計測命令を受け取ると、生体
情報計測部１０６は、生体情報を計測する。生体情報計測部１０６は、計測によって得ら
れる生体情報計測値を、生体情報計測値補正部１０７へと送る。
【００１５】
　生体情報計測値補正部１０７は、生体情報計測対象者に関する認識結果や生体情報計測
対象者の周辺状況に関する認識結果の履歴を用いて、必要であれば、生体情報計測対象者
の生体情報計測値を補正する。例えば、生体情報計測対象者に関する認識結果が厚着をし
ていることを示している場合、生体情報計測値補正部１０７は、生体情報として計測した
体重にその厚着分の重さが加わっているとして、その分の重さを補正として生体情報計測
値から差し引く。この「厚着分の重さ」は、例えば生体情報計測対象者ごとに例えば生体
情報計測値補正部１０７又は生体情報計測値補正部１０７が参照可能な記憶装置等に事前
に設定しておく（Ａさんなら２ｋｇ、Ｂさんなら１ｋｇ、等）。若しくは、生体情報計測
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値補正部１０７が、撮影部１０１の撮影映像から推定される生体情報計測対象者の身長か
ら推定してもよい（身長に比例した重さを厚着分とする）。若しくは、生体情報計測値補
正部１０７が、より詳細な認識を行って「厚着分の重さ」を決定してもよい（コートによ
る厚着と認識されれば２ｋｇ、セーターによる厚着と認識されれば１ｋｇ、等）。また、
例えば、周辺状況に関する認識結果が、白衣高血圧症のある生体情報計測対象者のそばに
医師がいることを示している場合、生体情報計測値補正部１０７は、白衣高血圧症による
血圧上昇分を補正として生体情報計測値から差し引く。生体情報計測値補正部１０７によ
って補正された生体情報計測値は、生体情報計測値評価部１０８を経由して、生体情報記
録部１０９へ送られ、そこに記録される。なお、生体情報計測値補正部１０７は、更に、
生体情報記録部１０９に記録された過去の補正済み生体情報計測値を参照しながら、生体
情報計測部１０６より受け取る生体情報計測対象者の生体情報計測値を補正してもよい。
例えば、白衣高血圧に基づく血圧値の補正量は、過去の白衣高血圧症がでていないとき（
計測時にそばに医師や看護士がいなかったとき）の生体情報計測値を個人ごとに記録して
おき、生体情報計測値補正部１０７は、この値から補正量を推定する。
【００１６】
　生体情報計測値評価部１０８は、生体情報計測対象者に関する認識結果や生体情報計測
対象者の周辺状況に関する認識結果の履歴を用いて生体情報計測値を評価し、その結果を
示すタグと関連付ける。ここでの「評価」とは、生体情報計測時の生体情報計測対象者及
びその周辺状況が、生体情報計測値に影響を及ぼすか否かに関する。よって、その評価結
果を示すタグとは、生体情報計測値への影響因子を示す。
　例えば人の体温は、一日の中でもあるリズムで変動することが知られているので（朝は
低く、夕方が最も高い）、計測時間と関連付けおくことには、長期的な体温変動を把握す
る上で有用である。そこで、生体情報計測時刻が早朝で、生体情報計測対象者に関する認
識結果が起床直後である場合、生体情報計測値評価部１０８は、生体情報として計測した
体温は早朝で起床後の体温であると評価し、生体情報計測値「早朝かつ起床後○分」とい
うタグを関連付ける。
　別の例として、生体情報計測時刻が早朝でありながら、認識結果の過去６時間分に就寝
状態が含まれない場合、生体情報計測値評価部１０８は、生体情報として計測した体温は
徹夜明け時の体温であると評価し、生体情報計測値「徹夜明け」というタグを関連付ける
。
　同様に血圧も、精神的な興奮、悲しみ、ストレスや不安によって変動する。そうした状
況と関連付けながら血圧を記録することは、長期的な血圧変動をより確からしく把握する
目的において有用である。そこで例えば、周辺状況に関する認識結果がそばに笑顔の友人
がいたことを示している場合、生体情報計測値評価部１０８は、生体情報として計測した
血圧は穏やかな精神状態の影響を受けた血圧であると評価し、生体情報計測値「穏やか」
というタグを関連付ける。このとき、生体情報計測値評価部１０８は、生体情報の計測値
自体も鑑みて、評価を行ってもよい。即ち、生体情報計測値評価部１０８は、同様の認識
結果が得られている状況で、血圧値や心拍数や発汗量が正常値であればその生体情報計測
値にそのまま「穏やか」というタグを関連付ける。一方、血圧値や心拍数や発汗量が高め
であるような場合、生体情報計測値評価部１０８は、「内心は穏やかでない」というタグ
を関連付けてもよい。また、生体情報計測値評価部１０８は、認識結果や生体情報の計測
値だけでなく、音声認識結果等も鑑みて、生体情報計測値の評価を行ってもよい。
【００１７】
　別の例として、周辺状況に関する認識結果がそばに怒り顔の友人がいたことを示してい
る場合、生体情報計測値評価部１０８は、生体情報として計測した血圧はストレス状態の
影響を受けうると評価し、生体情報計測値「ストレス」というタグを関連付ける。このと
きも、生体情報計測値評価部１０８は、生体情報の計測値自体も鑑みて、評価を行っても
よい。即ち、同様の認識結果が得られている状況で、血圧値や心拍数や発汗量が高めであ
るような場合、生体情報計測値評価部１０８は、その生体情報計測値にそのまま「ストレ
ス」というタグを関連付ける。一方、血圧値や心拍数や発汗量が正常値であれば生体情報
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計測値評価部１０８は、「内心は穏やか」というタグを関連付けてもよい。また、生体情
報計測値評価部１０８は、認識結果記録部１０４を参照して得る認識結果が直接、生体情
報計測値に影響する因子を示しているとして、その認識結果をそのままタグにしてもよい
。
　生体情報計測値評価部１０８により評価され、タグが付与された生体情報計測値は、そ
のタグと共に生体情報として、生体情報記録部１０９へと送られる。なお、生体情報計測
値評価部１０８は、更に、生体情報記録部１０９に記録された、タグと関連付けられてい
る過去の生体情報計測値を参照しながら生体情報計測値を評価してもよい。例えば、過去
にある人と一緒にいるときに計測した血圧値に付けられるタグが「穏やか」が比較的多い
場合、生体情報計測値評価部１０８は、その人と一緒にいるときに計測された血圧値の評
価が、より「穏やか」になりやすいように評価基準を変更して、評価する。即ち、生体情
報計測値評価部１０８は、生体情報記録部１０９に記録された、タグと関連付けられてい
る過去の生体情報計測値に基づき「穏やか」であるか否かを判定するための基準となる血
圧値の上限値を変更する。
【００１８】
　生体情報記録部１０９は、生体情報計測値評価部１０８より、タグと関連付けられてい
る生体情報計測値を受け取り、これを内部に記録する。記録された生体情報計測値は、生
体情報計測値補正部１０７と生体情報計測値評価部１０８とによって参照される。また、
記録された生体情報計測値は、不図示のディスプレイ等を介して、生体情報計測対象者や
医師等に対して開示される。若しくは、不図示のシステムに参照されて、何らかの生体情
報サービスの実現に利用される。なお、生体情報記録部１０９は、生体情報計測値を記録
する際に、その生体情報を計測した瞬間やその前後に撮影部１０１が撮影した映像を合わ
せて記録してもよい。その映像は、認識結果記録部１０４に記録されているものを参照し
て得てもよいし、撮影部１０１から直接的に得てもよい。
　以上が、本実施形態にかかる生体情報計測処理装置１００に関する構成である。
【００１９】
（処理）
　続いて、図２に示したフローチャートを用いて、本実施形態の生体情報計測処理装置１
００が行う処理について説明する。
　ステップＳ１００において処理が開始されると、まずステップＳ１０１へと進み、撮影
部１０１は、生体情報計測対象者が活動する現実空間の撮影を行う。撮影部１０１は、撮
影映像を、生体情報計測対象者認識部１０２と周辺状況認識部１０３とに送り、処理をス
テップＳ１０２へと進める。
　ステップＳ１０２において、生体情報計測対象者認識部１０２は、撮影部１０１より送
られた映像に対する生体情報計測対象者に関する映像認識処理を、公知の技術を用いて行
う。この処理により、「映像中に生体情報計測対象者が映っているかどうか」「生体情報
計測対象者はどんな表情・姿勢・動作・行動をしているか、どんな服装をしているか、何
かを持っているか」といったことが認識される。その結果、例えば、「生体情報計測対象
者はいない」「生体情報計測対象者は同じ場所に居続けている」「生体情報計測対象者が
厚着をしている」等の認識結果が得られる。その後、生体情報計測対象者認識部１０２は
、処理をステップＳ１０３へと進める。
　ステップＳ１０３において、生体情報計測対象者認識部１０２は、ステップＳ１０２に
おける映像認識処理の結果により、生体情報計測対象者の生体情報計測の可否（生体情報
を計測可能か否か）を確認する。即ち、生体情報計測対象者認識部１０２は、生体情報計
測部１０６が装着型であるときは、生体情報計測対象者が撮影部１０１の撮影する範囲に
いれば、生体情報計測が可能であると確認する。生体情報計測対象者認識部１０２は、生
体情報計測部１０６が非装着型であるときは、生体情報計測対象者が生体情報の計測範囲
にいれば、生体情報計測が可能であると確認する。何れにせよ、生体情報計測対象者認識
部１０２は、生体情報計測が可能であると確認すると、処理をステップＳ１０４へと進め
る。それ以外の場合、即ち、生体情報計測対象者が撮影範囲にいなかったり、生体情報の
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計測範囲にいなかったりする場合、生体情報計測対象者認識部１０２は、処理をステップ
Ｓ１０１へと戻す。
【００２０】
　ステップＳ１０４において、生体情報計測対象者認識部１０２は、ステップＳ１０２で
実施された生体情報計測対象者に関する映像認識の結果を、その認識時刻情報と共に、認
識結果記録部１０４に記録する。その後、生体情報計測対象者認識部１０２は、処理をス
テップＳ１０５へと進める。
　ステップＳ１０５において、周辺状況認識部１０３は、撮影部１０１より送られた映像
に対する生体情報計測対象者の周辺状況に関する映像認識処理を、公知の技術を用いて行
う。この処理により、「生体情報計測対象者以外の人が映像中に映っているかどうか」「
その人はどんな表情・姿勢・動作・行動をしているか、どんな服装をしているか、何かを
持っているか」「映像中には人物以外の物が映っているか。映っているとすればそれは何
で、どんな状態にあるか」等が認識される。その結果、例えば、「生体情報計測対象者は
一人」「生体情報計測対象者は笑顔の誰かと一緒にいる」「暖房機器が稼動している」と
いった認識結果が得られる。その後、周辺状況認識部１０３は、処理をステップＳ１０６
へと進める。
　ステップＳ１０６において、周辺状況認識部１０３は、ステップＳ１０５で実施された
生体情報計測対象者の周辺状況に関する映像認識の結果を、その認識時刻情報と共に、認
識結果記録部１０４に記録する。その後、周辺状況認識部１０３は、処理をステップＳ１
０７へと進める。
【００２１】
　ステップＳ１０７において、生体情報計測時機判断部１０５は、生体情報を計測する時
機を判断する。そのためにまず、生体情報計測時機判断部１０５は、認識結果記録部１０
４に記録される生体情報計測対象者に関する認識結果と生体情報計測対象者の周辺状況に
関する認識結果とを、一定時間前から現在時刻までの分、参照する。そして、生体情報計
測時機判断部１０５は、最新の認識結果の内容やそこに至るまでの認識結果の履歴を用い
て、今が計測時機であるか否かを判断する。例えば、生体情報計測時機判断部１０５は、
内部に、認識結果の履歴パターンとそれに対する判断内容をリストとして保持しておく。
生体情報計測時機判断部１０５は、認識結果を認識結果記録部１０４から参照するたびに
、リストに従って、その時点が計測時機であるかどうかの判断を実施する。より具体的な
例としては、生体情報計測対象者が認識される画像中の位置が一定時間以上同じ場所で、
同時刻にその場所で検出される人物姿勢認識結果に変化がない場合、生体情報計測時機判
断部１０５は、今現在を計測時機と判断する。その後、生体情報計測時機判断部１０５は
、処理をステップＳ１０８へと進める。
　ステップＳ１０８において、生体情報計測時機判断部１０５は、ステップＳ１０７にお
ける判断結果により処理を分岐する。ステップＳ１０７で生体情報を計測することを判断
した場合、生体情報計測時機判断部１０５は、生体情報計測命令を生体情報計測部１０６
へと送る。そして、生体情報計測時機判断部１０５は、処理をステップＳ１０９へと進め
る。ステップＳ１０７で生体情報を計測すると判断しなかった場合、生体情報計測時機判
断部１０５は、処理をステップＳ１０１へと戻す。
　ステップＳ１０９において、生体情報計測部１０６は、生体情報の計測を行う。生体情
報計測部１０６は、計測よって得られる生体情報計測値を、生体情報計測値補正部１０７
へと送り、処理をＳ１１０へと進める。
【００２２】
　ステップＳ１１０において、生体情報計測値補正部１０７は、必要であれば、生体情報
計測部１０６より受け取る生体情報計測対象者の生体情報計測値を補正する。そのために
まず、生体情報計測値補正部１０７は、認識結果記録部１０４に記録される生体情報計測
対象者に関する認識結果と生体情報計測対象者の周辺状況に関する認識結果とを、一定時
間前から現在時刻までの分、参照する。そして、生体情報計測値補正部１０７は、最新の
認識結果の内容やそこに至るまでの認識結果の履歴を用いて、生体情報計測部１０６より
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得た生体情報計測値の補正が必要か否かを判断する。例えば、生体情報計測値補正部１０
７の内部に、認識結果の履歴パターンとそれに対する判断内容（補正が必要か否かと、補
正が必要であればそのときの補正量）を、個人ごとのリストに保持しておく。そして、生
体情報計測値補正部１０７は、認識結果を認識結果記録部１０４から参照するたびに、リ
ストに従って、その時点で得られる生体情報計測値に補正が必要であるかどうかの判断を
実施する。より具体的な例としては、白衣高血圧症のある生体情報計測対象者の周辺状況
が「そばに医師がいる」という結果である場合、生体情報計測値補正部１０７は、白衣高
血圧症分の血圧上昇分が生体情報計測値に含まれるので補正が必要であると判断する。補
正の必要があると判断した場合、生体情報計測値補正部１０７は、生体情報計測対象者に
関する認識結果と生体情報計測対象者の周辺状況に関する認識結果とを用いて補正値を決
定し、生体情報計測値への補正を行う。例えば、生体情報計測値補正部１０７は、内部に
保持している生体情報計測対象者に関する認識結果及び生体情報計測対象者の周辺状況に
関する認識結果と補正値との対応関係リストを参照して補正値を決定する。以上の処理を
終えると、生体情報計測値補正部１０７は、処理をステップＳ１１１へと進める。
【００２３】
　ステップＳ１１１において、生体情報計測値評価部１０８は、生体情報計測値補正部１
０７より受け取る生体情報計測値を評価し、その評価結果を示すタグを生体情報計測値と
関連付ける。そのためにまず、生体情報計測値評価部１０８は、認識結果記録部１０４に
記録されている生体情報計測対象者に関する認識結果と生体情報計測対象者の周辺状況に
関する認識結果とを、一定時間前から現在時刻までの分、参照する。そして、最新の認識
結果の内容やそこに至るまでの認識結果の履歴を用いて、生体情報計測値評価部１０８は
、生体情報計測値補正部１０７より受け取る生体情報計測値を評価し、その評価結果を示
すタグ（「穏やか」「安静」等）を生体情報計測値と関連付ける。
　例えば、生体情報計測値評価部１０８は、内部に、認識結果の履歴パターン及び生体情
報計測値とこれに対する評価内容との組をリストとして保持しておく。そして、生体情報
計測値評価部１０８は、認識結果を認識結果記録部１０４から参照するたびに、リストに
従って生体情報計測値の評価し、そのタグに関連付ける。より具体的な例としては、周辺
状況に関する認識結果の履歴がそばに笑顔の友人がいたことを示していて、血圧が生体情
報計測対象者の通常時より高い値であった場合、生体情報計測値評価部１０８は、「穏や
かな状態なのに高血圧」というタグを関連付ける。別の例として、周辺状況に関する認識
結果がそばに怒り顔の友人がいたことを示していて、血圧が一般的に高い値であった場合
、生体情報計測値評価部１０８は、「高血圧であるがストレス状態」というタグを関連付
ける。以上の処理を終えると、生体情報計測値評価部１０８は、処理をステップＳ１１２
へと進める。
　ステップＳ１１２において、生体情報計測値評価部１０８は、生体情報計測値を、生体
情報記録部１０９へと送り、記録する。ステップＳ１１１において生体情報計測値にタグ
が関連付けられた場合、その関連を示す情報も合わせて生体情報記録部１０９へと送られ
、記録される。以上の処理を終えると、生体情報計測値評価部１０８は、処理をステップ
Ｓ１０１へと戻す。
【００２４】
　以上の処理によって、生体情報計測処理装置１００は、生体情報計測対象者が活動する
空間に設置され、その生体情報計測対象者の周辺状況の認識結果を考慮しながら、生体情
報を計測する処理を行う。また、その生体情報計測値に影響を及ぼしうる生体情報計測対
象者の計測時の状況やそのときの周辺状況を、映像そのものではなく生体情報計測値の評
価結果（を示すタグ）から知ることができる。
　なお、本実施形態では、図１に示される各構成は、ハードウェアとして生体情報計測処
理装置１００に実装されているものとして説明を行ったが、このことは本実施形態を制限
するものではない。例えば、生体情報計測対象者認識部１０２、周辺状況認識部１０３、
生体情報計測時機判断部１０５、生体情報計測値補正部１０７、生体情報計測値評価部１
０８等は、生体情報計測処理装置１００にソフトウェアとして実装されてもよい。即ち、
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生体情報計測処理装置１００がハードウェア構成としてＣＰＵやメモリを有し、メモリに
記憶されているプログラムをＣＰＵが実行することによって前記ソフトウェアを実現する
よう生体情報計測処理装置１００を構成してもよい。
【００２５】
＜第二実施形態＞
（概要）
　本実施形態に係る生体情報計測処理装置は、生体情報の計測対象である生体情報計測対
象者に装着され、その生体情報計測対象者の周辺状況を認識し、その認識結果を考慮しな
がら、生体情報計測対象者の生体情報を計測する処理を行う。
　以下、図を用いて本実施形態に係る生体情報計測処理装置の構成及び処理について説明
する。
（構成）
　図３は、本実施形態に係る生体情報計測処理装置２００の概略を示す図である。図３に
示すように、生体情報計測処理装置２００は、撮影部２０１、周辺状況認識部２０３、生
体情報計測処理部２１０、生体情報記録部２０９、生体情報計測値解析部２１１から構成
されている。同じく図３に示すように、生体情報計測処理装置２００に含まれる生体情報
計測処理部２１０は、生体情報計測時機判断部２０５と生体情報計測部２０６から構成さ
れている。
　撮影部２０１は、カメラを含み、生体情報計測対象者に装着され、生体情報計測対象者
の周辺現実空間を撮影する。撮影部２０１は、頭部に装着されたり首から下げられたりし
て、生体情報計測対象者の視界領域を撮影してもよいし、頭の上や肩に装着して生体情報
計測対象者の全周囲を撮影してもよい。撮影部２０１は、撮影シた映像を周辺状況認識部
１０３へと出力する。パンチルトやズームといったカメラパラメータは、固定でもよいし
可変であってもよい。また、撮影部２０１は、生体情報計測対象者の周囲現実空間の状況
を反映する現象を計測するセンサ（例えば音声センサや温度センサ等）を合わせて備えて
いてもよい。
【００２６】
　周辺状況認識部２０３は、撮影部２０１から映像を受け取り、生体情報計測対象者の周
辺状況に関する映像認識を公知の技術を用いて実施する。「生体情報計測対象者の周辺状
況に関する映像認識」とは、「映像中に映る場所はどこか」を認識することである。若し
くは、「映像中に映る人は誰で、その人は生体情報計測対象者に対してどのような関係の
人で、何をしようとしているか」を認識することであったりもする。例えば、周辺状況認
識部２０３は、内部に保持している病院内によくある物体（血圧計や注射器等）の画像特
徴が撮影部２０１より受け取る映像中に検出されるか否かによって「その場所が病院かど
うか」を判定する。そして、周辺状況認識部２０３は、内部に保持してある白衣人物の画
像特徴が撮影部２０１より受け取る映像中に検出されるか否かによって「映像中に医師や
看護士がいるかどうか」を判定する。若しくは、周辺状況認識部２０３は、「白衣を着た
人」や「血圧計」といった、病院という場所に特有の人物と物体とを同時に認識したこと
をもって、その場所が「病院」であり「白衣を着た人が医師や看護士である」と判定して
もよい。なお、撮影部２０１が生体情報計測対象者の周囲現実空間の状況を反映する現象
を計測するセンサを備えている場合、周辺状況認識部２０３は、そのセンサの計測値を撮
影部２０１より受け取る。そして、周辺状況認識部２０３は、受け取った計測値も利用し
て、「生体情報計測対象者の周辺状況に関する映像認識」を実施してもよい。例えば、撮
影部２０１が備える音声センサが会話を検知した場合、周辺状況認識部２０３は、その会
話を音声認識し、その結果に基づいてありうる認識結果を絞り込むことで、映像だけでは
特定できない周辺状況を特定してもよい。周辺状況認識部２０３は、認識した結果を、生
体情報計測時機判断部２０５へと送る。
　生体情報計測処理部２１０は、生体情報の計測に関わる処理を行う。より具体的には、
生体情報計測処理部２１０は、生体情報を計測する時機（タイミング）を判断したり、生
体情報を計測したりする処理を行う。生体情報計測処理部２１０は、各種処理を行った結
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果を生体情報記録部２０９へと送る。
【００２７】
　生体情報計測時機判断部２０５は、周辺状況認識部２０３より受け取る生体情報計測対
象者の周辺状況に関する認識結果を用いて、生体情報計測対象者の生体情報を計測する時
機を判断する。例えば、認識結果が「生体情報計測対象者が自宅のリビングにいて、他に
誰もいない」と解釈できるとき、生体情報計測時機判断部２０５は、その時点で生体情報
を計測することを判断する。一方、認識結果が「生体情報計測対象者は屋外にいて、移動
している」と解釈できるとき、生体情報計測時機判断部２０５は、その時点では生体情報
を計測しないことを判断する。生体情報計測時機判断部２０５は、このような認識結果に
基づく計測時機の判断を、公知の技術を利用して行う。例えば、生体情報計測時機判断部
２０５は、認識結果のパターンとそれに対する判断内容を、リストとして内部に持ってお
く。そして、生体情報計測時機判断部２０５は、認識結果を周辺状況認識部２０３から受
け取るたびに、リストに従って、その時点が計測時機であるかどうかの判断を実施する。
生体情報計測時機判断部２０５は、生体情報を計測することを判断すると、生体情報計測
命令を生体情報計測部２０６へと送る。このとき、生体情報計測時機判断部２０５は、認
識結果も一緒に生体情報計測部２０６へと送る。
　生体情報計測部２０６は、生体情報計測対象者の生体情報を計測するセンサである。例
えば、生体情報計測部２０６は、温度計や血圧計や心拍計や心電計等である。生体情報計
測部２０６は、生体情報計測対象者に直接接触することで生体情報を計測するものでもよ
いし、生体情報計測対象者には接触せずに計測するものでもよい。但し本実施形態におい
ては、生体情報計測対象者によって常時携帯されうるもので、いつでもどこでも生体情報
計測対象者の生体情報を計測できるものであるとする。生体情報計測部２０６が生体情報
を計測する時機は、生体情報計測時機判断部２０５によって決定される。即ち、生体情報
計測時機判断部２０５から生体情報計測命令を受け取ると、生体情報計測部２０６は、生
体情報を計測する。生体情報計測部２０６は、生体情報計測値を、生体情報記録部２０９
へと送る。このとき生体情報計測部２０６は、周辺状況認識部２０３より受け取る認識結
果も一緒に生体情報計測部２０６へと送る。
【００２８】
　生体情報記録部２０９は、生体情報計測部２０６より生体情報計測値を受け取り、それ
を内部に記録する。このとき生体情報記録部２０９は、生体情報計測部２０６経由で周辺
状況認識部２０３より受け取る認識結果も一緒に記録する。記録された生体情報計測値と
それに対応する認識結果とは、生体情報計測値解析部２１１によって参照される。
　生体情報計測値解析部２１１は、生体情報記録部２０９に記録される生体情報計測値と
それに対応する認識結果との履歴を参照し、個々の生体情報計測値を解析する。例えば、
生体情報計測値解析部２１１は、ある状況（リビングでの安静時）における生体情報（脈
等）の長期的変動を解析すべく、「リビングでの安静時」を示す周辺状況認識結果と対応
付けられた生体情報計測値（脈拍数）だけを集めて、その時間変動を解析する。解析結果
は、不図示のシステムやディスプレイを介して、医師や生体情報計測対象者に開示される
。すると、同じ条件で測り続けた生体情報にゆらぎがあるか、それとも、規則的な変動が
あるか等を、医師や生体情報計測対象者が確認でき、不整脈を早期に発見できたりする。
　以上が、本実施形態にかかる生体情報計測処理装置２００に関する構成である。
【００２９】
（処理）
　続いて、図４に示したフローチャートを用いて、本実施形態の生体情報計測処理装置２
００が行う処理について説明する。
　ステップＳ２００において処理が開始されると、まずステップＳ２０１へと進み、撮影
部２０１は、生体情報計測対象者の周囲現実空間の撮影を行う。撮影部２０１は、撮影映
像を、周辺状況認識部２０３に送り、処理をステップＳ２０５へと進める。
　ステップＳ２０５において、周辺状況認識部２０３は、撮影部２０１より送られた映像
に対する生体情報計測対象者の周辺状況に関する映像認識処理を、公知の技術を用いて行
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う。この処理により、「映像中に映る場所はどこか」「映像中に映る人は誰で、その人は
生体情報計測対象者に対してどのような関係の人で、何をしようとしているか」といった
ことが認識される。その結果、例えば、「生体情報計測対象者は病院にいる」「生体情報
計測対象者は笑顔の誰かと一緒にいる」といった認識結果が得られる。その後、周辺状況
認識部２０３は、処理をステップＳ２０７へと進める。
　ステップＳ２０７において、生体情報計測時機判断部２０５は、生体情報計測対象者の
周辺状況に関する認識結果の内容を用いて、その瞬間が計測時機であるかを判断する。例
えば、生体情報計測時機判断部２０５は、内部に、認識結果のパターンとそれに対する判
断内容を保持しておく。そして、生体情報計測時機判断部２０５は、認識結果を周辺状況
認識部２０３から受け取るたびに、リストに従って、その時点が計測時機であるかどうか
の判断を実施する。より具体的な例としては、生体情報計測対象者の位置認識結果が自宅
で、周囲に人がいないと認識された場合、生体情報計測時機判断部２０５は、その瞬間を
計測時機と判断する。その後、生体情報計測時機判断部２０５は、処理をステップＳ２０
８へと進める。
【００３０】
　ステップＳ２０８において、生体情報計測時機判断部２０５は、ステップＳ２０７にお
ける判断結果により処理を分岐する。生体情報計測時機判断部２０５は、生体情報を計測
すると判断した場合、生体情報計測命令とステップＳ２０５で生成された認識結果とを生
体情報計測部２０６へと送り、処理をステップＳ２０９へと進める。生体情報計測時機判
断部２０５は、生体情報を計測すると判断しなかった場合、処理をステップＳ２０１へと
戻す。
　ステップＳ２０９において、生体情報計測部２０６は、生体情報の計測を行う。生体情
報計測部２０６は、計測によって得られた生体情報計測値を、生体情報計測時機判断部２
０５より受け取った認識結果と共に生体情報記録部２０９へと送り、処理をステップＳ２
１２へと進める。
　ステップＳ２１２において、生体情報計測部２０６は、生体情報計測値とそれに対応す
る周辺状況の認識結果とを、生体情報記録部２０９へと送り、記録する。その後、生体情
報計測部２０６は、処理を、ステップＳ２１３へと進める。
　ステップＳ２１３において、生体情報計測値解析部２１１は、生体情報記録部２０９に
記録された生体情報計測値の履歴の解析を行う。生体情報計測値解析部２１１は、各生体
計測値に対応する周辺状況の認識結果を利用して解析を行う。解析結果は、不図示のシス
テムやディスプレイ等を介して、医師や生体情報計測対象者等に開示される。以上を終え
ると、生体情報計測値解析部２１１は、処理をステップＳ２０１へと戻す。
【００３１】
　以上の処理によって、生体情報計測処理装置２００は、生体情報の計測対象である生体
情報計測対象者に装着され、その生体情報計測対象者の周辺状況を認識し、その認識結果
を考慮しながら、生体情報計測対象者の生体情報を計測する処理を行う。また、生体情報
計測処理装置２００は、継続的に記録された生体情報計測値の履歴を、その生体情報を計
測したときの周辺状況を鑑みながら、解析することができる。
　なお、本実施形態では、図３に示される各構成は、ハードウェアとして生体情報計測処
理装置２００に実装されているものとして説明を行ったが、このことは本実施形態を制限
するものではない。例えば、周辺状況認識部２０３、生体情報計測時機判断部２０５、生
体情報計測値解析部２１１等は、生体情報計測処理装置１００にソフトウェアとして実装
されてもよい。即ち、生体情報計測処理装置２００がハードウェア構成としてＣＰＵやメ
モリを有し、メモリに記憶されているプログラムをＣＰＵが実行することによって前記ソ
フトウェアを実現するよう生体情報計測処理装置２００を構成してもよい。
【００３２】
＜その他の実施形態＞
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
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を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣ
ＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【００３３】
　以上、上述した各実施形態によれば、生体情報計測対象者の周辺状況による変動を考慮
した上で、生体情報計測対象者の生体情報を計測することができる。
【００３４】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００３５】
１００　生体情報計測処理装置

【図１】 【図２】
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